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パブリックコメント募集結果（案）

木質ペレット燃料の日本農林規格の廃止等 

１ 一部改正案に係る意見・情報の募集の概要（募集期間：R7.4.18～R7.5.17） 

(1) 受付件数 １件（１者）

(2) 意見と考え方

今回の案に直接関係ない内容でありました。

２ 事前意図公告によるコメント（募集期間：R7.3.5～R7.5.3) 

受付件数 なし 

資料3
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パブリックコメント募集結果（案） 

 

トマト加工品の日本農林規格の一部改正 

 

１ 一部改正案に係る意見・情報の募集の概要（募集期間：R7.11.19～R7.12.18） 

 

受付件数 ７件（７者） 

 

 

２ 事前意図公告によるコメント（募集期間：R7.10.21～R7.12.19) 

 

受付件数 なし 
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（別紙） 

 

トマト加工品の日本農林規格の改正案に対して寄せられた意見の概要及び意見に

対する考え方について 

 

 お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する当省の考え方は、下表のとおりです。 

御意見の概要 件数 御意見に対する考え方 

規格全般 

製造現場の実態に合わせつつ、消

費者を欺くものでないことが保証で

きるのなら、日本農林規格の一部改

正に支持します。 

 

１ いただいた御意見については、今後の検

討の参考させていただきます。 

3.1 トマト 

トマトの学名Lycopersicum 

esculentum P.Millを定義から削除

することに反対します。ナス科ナス

属のトマトではない実が紛れ込むこ

とを容認するのでしょうか。遺伝子

組換え農産物を原材料とするもの、

遺伝子組換え農産物が不分別のもの

を原材料とするもの、等の分別を免

れることになります。我が国の食物

の安全を守るため、Lycopersicum 

esculentum P.Millの表記の継続を

お願いします。 

 

１ トマト加工品に用いられる原料トマト

は、当該学名（Lycopersicum esculentum 

P.Mill）に該当するものしかなく、学名を

削除してもトマトに該当しないものがトマ

トとして用いられることはないものと考え

ています。 

3.3 b) 濃縮トマト 

改正案に3.3のb）が新設され、

「香味を変えない程度に少量のレモ

ン又はpH調整剤を加えたもの」が加

えられていますが、当該文言を追記

した理由を教えてください。また、

トマト加工品に使用する濃縮トマト

には国産と輸入品のどちらが多いの

でしょうか。おおよその割合を教え

てください。 

１ 近年の加工に適した品種改良等により、

結果として濃縮トマトに用いる原料トマト

のｐＨが上昇しており、濃縮トマトの製造

時に適切に殺菌するためにクエン酸などの

ｐＨ調整剤などを添加してｐＨを酸性側に

下げてことが多くなっています。このた

め、トマトケチャップなどのトマト加工品

に用いる濃縮トマトにレモン又はｐＨ調整

剤が使用できるよう改正するものです。 

トマト加工品に用いられる濃縮トマトの
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ほとんどは輸入品であり、主な輸入先は、

米国やポルトガルです。 

 

レモン又はｐＨ調整剤などの添加

物に対して拒否反応を持つ人もいる

と思われます。国民が健康を守られ

る権利また国民の知る権利を阻害さ

れる点から、従来どおりの規格のま

ま、添加物の表示の義務づけをよろ

しくお願いいたします。 

１ 使用した添加物の名称については、食品

表示法に基づく食品表示基準によって商品

に表示しなければならないとされていま

す。このため、トマト加工品の日本農林規

格では、添加物の表示については定めてい

ません。 

トマト加工品の日本農林規格では、添加

物利用の妥当性や適正製造規範に適合して

いることを一般消費者に伝達しなければな

らないと定めています。 

 

4.1 トマトジュース 

改正案の4.1の表1の原材料の項の

右欄のb)に「濃縮トマト[3.3b）に

除く。」とありますが、「濃縮トマ

ト[3.3b）を除く。」ではないでし

ょうか。 

１ 御意見を踏まえて、「濃縮トマト[3.3b）

に除く。」を「濃縮トマト[3.3b）を除

く。」に修正しました。 

4.3 トマトピューレー及びトマトペースト 

トマトピューレーに添加物として

少量のレモン又はpH調整剤を使用可

能とする改正とのことですが、「表

３ トマトピューレー及びトマトペ

ーストの品質基準」では、添加物の

使用を前提とした品質基準（CODEX 

STAN 192 への適合、使用量の記録

及び消費者への情報提供方法等）と

なっており、限定的又は例外的に使

用できる趣旨が必ずしも十分に読み

取れないように感じられます。 

表３の添加物の基準については、

添加物の使用を前提とした管理基準

であることから、無添加又は最小限

の添加に価値を置く製品区分との関

係性について、もう少し丁寧な整理

があってもよいのではないかと考え

１ レモン又はpH調整剤については、改正前

は、トマトペーストには使用でき、トマト

ピューレーには使用できないという基準で

したが、改正後は、トマトピューレーでも

レモン又はpH調整剤が使用できるようにな

ります。 

表３の添加物の基準では、①CODEX STAN 

192 3.2（必要性などの添加物利用の妥当

性）、3.3（可能な限り少ない量とするなど

の添加物適正製造規範）の規定に適合して

いること、②使用量が正確に記録され、か

つ、その記録が保管されていること、③

CODEX STAN 192 3.2及び3.3に適合している

旨の情報がインターネット等で一般消費者

に伝達されるものであることと規定してお

り、レモン又はpH調整剤を使用したとき

は、この基準が適用されます。 
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ます。 

そのため、トマトピューレーにつ

いて「少量・限定的な使用」にとど

める趣旨が、規格全体として分かり

やすく伝わる表現となることが望ま

しい。 

トマトピューレーのような製品に

ついては、原材料がトマトのみ、又

は極めて単純であることを前提に選

択している消費者も多いと考えられ

ることから、なぜ例外的に添加物使

用を認めるのか、その理由や考え方

について、規格上、より明確に示し

ていただくことを検討していただき

たい。 

あわせて、トマトピューレー及び

トマトペーストそれぞれについて、

添加物使用の範囲や位置付けが、誰

が読んでも同じ内容として理解でき

るよう整理されることを期待してい

ます。 

 

トマトピューレー及びトマトペー

ストの品質基準に関し、公衆が閲覧

できる方法と製品の問合せ窓口を明

記し、一般消費者からの求めに応じ

て情報を伝達する手順を必ず残して

ほしい。日本のトマト加工品に対し

世界から安心が得られないことにな

らないよう、また日本の食の安全を

守るよう、お願いします。 

１ トマトペーストなどの添加物の基準では、

①CODEX STAN 192 3.2（必要性などの添加物

利用の妥当性）、3.3（可能な限り少ない量と

するなどの添加物適正製造規範）の規定に適

合していること、②使用量が正確に記録さ

れ、かつ、その記録が保管されていること、

③CODEX STAN 192 3.2及び 3.3に適合して

いる旨の情報がインターネット等で一般消

費者に伝達されるものであることと規定し

ており、添加物を使用したときは、この基準

が適用されます。本改正では、この規定の対

象範囲をトマトピューレーに拡大するもの

です。 

 


